
条項 主な取組

第１８条第３項
市政運営の原則

第１８条第４項
市政運営の原則

第１９条
財政運営

第２０条
行政評価

第２１条
組織

第２２条
危機管理

第２３条
市民の市政への参加

第２４条
審議会等への参加

第２５条
地域コミュニティ組織・市民活動
団体との協働と活動への支援

第２６条
意見公募手続き

越谷市自治基本条例に基づく取組状況

自治基本条例に基づく取組状況について

「財政運営について」（財政課）

自治基本条例に基づく取組状況について

「危機管理について」（危機管理課）

自治基本条例に基づく取組状況について

「市民の市政への参加について」（広報広聴課）

自治基本条例に基づく取組状況について

「地域コミュニティ組織・市民活動団体との協働と活動への支援

について」（市民活動支援課）

自治基本条例に基づく取組状況について

「行政評価について」（行政管理課）

自治基本条例に基づく取組状況について

「組織について」（行政管理課）

自治基本条例に基づく取組状況について

「審議会等への参加について」（行政管理課）

自治基本条例に基づく取組状況について

「市民の市政への参加について」（広報広聴課）

自治基本条例に基づく取組状況について

「情報提供について」（広報広聴課）

自治基本条例に基づく取組状況について

「市民への分かりやすい説明について」（行政管理課）
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